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＜南平岸地区広報紙＞    第 3１号 

 南平岸地区町内会連合会 

まちづくり会「いきいき南平岸」 

南平岸まちづくりセンター 

平岸 2条14丁目 1-26(�814-1440) 

この広報紙は３者による共同発行です 

南平岸南平岸南平岸南平岸地区地区地区地区    町内会連合会から町内会連合会から町内会連合会から町内会連合会から    

地域の皆様にいつもご利用いただいている「南平岸会館」

が、老朽化による改修工事のため、一時閉館いたします。 

閉館期間閉館期間閉館期間閉館期間    平成２７年５月３０日平成２７年５月３０日平成２７年５月３０日平成２７年５月３０日（土）～（土）～（土）～（土）～    

平成２７年１０月（日程未定）平成２７年１０月（日程未定）平成２７年１０月（日程未定）平成２７年１０月（日程未定）    

※工事の状況によっては※工事の状況によっては※工事の状況によっては※工事の状況によっては 11111111 月まで閉館月まで閉館月まで閉館月まで閉館するするするする場合があります。場合があります。場合があります。場合があります。    

工事期間中は、南平岸会館の貸室のご利用、予約はできま

せん。工事終了後のリニューアルオープンにつきましては、

日程が決まり次第、回覧や会館に表示するなど、別途お知ら

せいたします。 

なお「南平岸まちづくりセンター」は、工事期間中も通常

通り「住民票などの取次ぎ」などの業務を会館内で行います

（工事のため駐車場はご利用になれません）。 

お問い合わせ：南平岸まちづくりセンター 

豊平区平岸 2 条 14 丁目 1-26 電話８１４－１４４０ 

（平日 8：45～17：15 土日祝日休み） 

南平岸地区の状況(H27.1.１現在) 

世帯数；16,387 世帯、人口；28,942 人 

３月１０日（火）午後１時３０分から、南平岸

会館において、町連「きれいなまちづくり事業」

の「ごみについての懇談会」を開催し、４０名の

住民が参加しました。懇談会には、豊平清掃事務

所からごみパト隊など３名が参加し、札幌市のご

み減量の取り組みや、南平岸地区のごみステーシ

ョンに関する地域との協力事例などを紹介しまし

た。参加者からは、既存アパートの専用ステーシ

ョン設置の義務化や、常習違反者などへの罰則の

適用などについて、活発に意見が出されました。 



発行日 平成 27 年 3 月 10 日 

体育館を区割りして居住スペースを体験 体育館を区割りして居住スペースを体験 

消防署の協力でＡＥＤ研修を実施 
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まちづくり会「まちづくり会「まちづくり会「まちづくり会「いきいき南平岸いきいき南平岸いきいき南平岸いきいき南平岸」」」」からからからから    

2 月 2０日（金）午後 1 時 30 分から南平岸会

館において福祉に関する研修会が開催され、地域

の皆さん６５名が参加しました。 

 この研修会は、地域住民が福祉に係る知識を深

め、日々の活動の一助とすることを目的として、

南平岸地区社会福祉協議会（福祉のまち推進セン

ター）と、まちづくり会「いきいき南平岸」が合

同で開催したものです。 

今回は「老後の法律問題」をテーマに、弁護士

法人札幌・石川法律事務所から石川和弘弁護士を

講師に迎え、高齢者の財産管理に関する法的な扱

いを中心に、講義していただきました。普段なか

なか聞けない内容で、参加者からも「大変ために

なった」との声が聞かれました。 

２月１４日（土）午後２時から、南平岸会館に

おいて、南平岸パークゴルフ愛好会平成２７年度

定期総会が開催されました。 

総会では平成２６年度の活動として、１３６名

の会員が９回の月例会・特別企画を楽しんだとの

報告があり、平成２７年度の計画として、同じく

９回の月例会・特別企画の実施が決議されました。 

その後、同会場で懇親会が催され、会員どうし

で１年を振り返り、交流を深めました。 

なお、南平岸パークゴルフ愛好会では、現在、平成２７年度の会員を募集中です。（４月

１２日まで。お問い合わせは各地区幹事へ：地区幹事の連絡先は、南平岸まちづくりセンタ

ーにお問い合わせください。８１４－１４４０） 

また、「ウオーキング南平岸」でも、現在平成２７年度の会員を募集中です、（４月１５日

まで。お問い合わせ先：南平岸まちづくりセンター ８１４－１４４０） 


